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附 議 議 案 

議 案 番 号     件           名 

 

 

同意第６ 号  副町長の選任について 

 

議案第５７号  個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備について 

 

議案第５８号  洞爺湖町職員の定年等に関する条例等の一部改正等について 

 

議案第５９号  洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正について 

 

議案第６０号  洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例の一部改正について 

 

議案第６１号  洞爺湖町火葬場条例の廃止について 

 

議案第６２号  令和４年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号） 

 

議案第６３号  令和４年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

議案第６４号  令和４年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 

議案第６５号  令和４年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 

議案第６６号  令和４年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第６７号  令和４年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号） 

 

議案第６８号  令和４年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第５号） 

 

議案第６９号  令和５年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算 

 

議案第７０号  令和５年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算 

 

議案第７１号  令和５年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算 



 

議案第７２号  令和５年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算 

 

議案第７３号  令和５年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算 

 

議案第７４号  令和５年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計予算 

 

議案第７５号  令和５年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計予算 

 



同意第６号 

 

   副町長の選任について 

 

 洞爺湖町副町長に下記の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１６２条の規定により議会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所  虻田郡洞爺湖町栄町８２番地６ 

氏 名  八 反 田  稔 

      昭和３４年７月５日生 

 

  令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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議案第５７号 

 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備について 

 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次

のように定める。 

 

令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（洞爺湖町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第１条 洞爺湖町情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１８年洞爺湖町条例

第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

  第２条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第４号中「、個人情報保

護条例第２条第３号」を削り、「実施機関をいう」を「実施機関並びに個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第１

０５条第３項において準用する同条第１項の規定により審査会に諮問をした

実施機関をいう」に改め、同号を同条第３号とする。 

 

  第３条第１項第２号を次のように改める。 

  ⑵ 法第１０５条第３項において準用する同条第１項に規定する審査請求

に関すること。 

  第３条第１項第４号中「情報公開条例、個人情報保護条例」を「法、情報公

開条例」に改める。 

 

 （洞爺湖町手数料条例の一部改正） 

第２条 洞爺湖町手数料条例（平成１８年洞爺湖町条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

   

  別表中第３３項を第３４項とし、第３２項を第３３項とし、第３１項を第３

２項とし、第３０項の次に次の１項を加える。  
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３１ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）第８９条第２項に規定する開示

請求の複写の交付に係る手数料 

 

⑴ 日本工業規格によるA版及びB版（モノクロ）

の交付手数料 

片面１枚に

つき 

１０円 

⑵ 日本工業規格によるA版及びB版（カラー）

の交付手数料 

片面１枚に

つき 

２０円 

 

 （洞爺湖町特定個人情報保護条例の一部改正） 

第３条 洞爺湖町特定個人情報保護条例（平成２７年洞爺湖町条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

 

  第２条第１号を次のように改める。 

  ⑴ 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業

委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。 

 

  第３９条第１項を削り、同条第２項を同条とする。 

 

（洞爺湖町個人情報保護条例の廃止） 

第４条 洞爺湖町個人情報保護条例（平成１８年洞爺湖町条例第１４号）は、廃

止する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に廃止前の洞爺湖町個人情報保護条例（平成１８年洞

爺湖町条例第１４号。以下「旧条例」という。）の規定により行われた開示請

求、訂正請求及び利用停止請求に係る手続は、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前にした違反行為については、旧条例第４３条から第４

６条までの規定は、なおその効力を有する。 
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議案第５８号 

 

洞爺湖町職員の定年等に関する条例等の一部改正等について 

 

洞爺湖町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を次のように定

める。 

 

令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

 

（洞爺湖町職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 洞爺湖町職員の定年等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第２１号）の

一部を次のように改正する。 

 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

第５章 雑則（第１４条） 

附則 

第１章 総則 

第１条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加え、

「第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「第２２条の４第１項

及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８条の５、第２８条の６第

１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

第２章 定年制度 

第３条中「６０年」を「６５年」に改める。 

第４条第１項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に

掲げる事由がある」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」

に、「その職員を当該職務」を「当該職員を当該定年退職日において従事している

職務」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、第９条の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。
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以下この項及び次項において同じ。）（同条の規定により延長された異動期間を

含む。）を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職（第６条に規

定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。）を占めている職員につい

ては、第９条の規定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務

させることについて町長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職

員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超え

ることができない。 

第４条第１項第１号中「その職員」を「当該職員」に改め、「退職により」の次

に「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改

め、同項第２号中「その職員」を「当該職員」に、「できないとき」を「できず公

務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第３号中「その業務」を「当該

業務」に、「その職員」を「当該職員」に、「とき」を「こと」に改め、同条第２

項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、

「ときは、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中

「その期限」を「当該期限」に、「その職員」を「当該職員」に改め、「定年退職

日」の次に「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管

理監督職に係る異動期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き

続き」に改め、同条第４項中「任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続

き勤務することとされた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員につい

て」を加え、「第１項の事由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がな

くなった」に、「その期限を繰り上げて退職させることができる」を「当該期限を

繰り上げるものとする」に改める。 

本則に次の３章を加える。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

⑴ 洞爺湖町職員の給与に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号）第１

１条第１項に規定する職 

⑵ 洞爺湖町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年洞爺湖町

条例第１７号）第１０条第１項に規定する職 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年

とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、
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第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次

に掲げる基準を遵守しなければならない。 

⑴ 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又

は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第１０条において「降任

等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法

第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項において

「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての

適性を有すると認められる職に、降任等をすること。 

⑵ 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督

職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

⑶ 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職

員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする

場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してや

むを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階

に属する職に、降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、

次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日

以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末

日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職

員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。）で当

該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職

を占めたまま勤務をさせることができる。 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職

員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の

他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。 

⑶ 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が

生ずること。 
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２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、町長の承認を得て、延長された当

該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年

退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内。）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に

係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合には、あら

かじめ職員の同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の

職への降任等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職者」

という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週

間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条

において同じ。）に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がそ

の者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者で

あるときは、この限りでない。 

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（町が加入する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部事務組合及び広

域連合をいう。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

第５章 雑則 

（委任） 
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第１４条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の見出し及び２項を加える。 

（定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」と

あるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。）

が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思

の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以下この

項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては、当該職員が採用

された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当

該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度

の前年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後

に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するも

のとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるも

のとする。 

 

 （洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 洞爺湖町職員の給与に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号）の一

部を次のように改正する。 

 

  第７条第１０項を次のように改め、同条第１１項を削る。 

 １０ 地方公務員法第２２条の４第１項及び第２２条の５第１項の規定により採用

された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、そ

の者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額の

うち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項又は第
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４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

  第１５条第２項第２号及び第１８条第５項中「再任用短時間勤務職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第２１条第６項、第２４条第２項及び第２５条第２項中「再任用職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  附則に次の５項を加える。 

  （特定日以後の職員の給料月額の特例） 

３９ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初

の４月１日（附則第４１項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用

される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに受ける号給に

応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じ

たときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを

１００円に切り上げるものとする。）とする。 

４０ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員 

⑵ 定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（定年条例

第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除

く。） 

⑶ 定年条例第９条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する異動期

間（同条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含む。）を延長され

た定年条例第６条に規定する職を占める職員 

４１ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、

当該他の職への降任等をされた日（以下この項において「異動日」という。）の

前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第３９

項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月

額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の７

０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるもの

とする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる

職員（町長が別に定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第３

９項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料

月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

４２ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額と
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の合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場

合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月

額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と

当該職員の受ける給料月額」とする。 

４３ 附則第３９項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

  別表第１中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員の職員」

に改め、再任用職員の項を次のように改める。 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

基準 

給料 

月額 

円 

１８７，

７００ 

円 

２１５，

２００ 

円 

２５５，

２００ 

円 

２７４，

６００ 

円 

２８９，

７００ 

円 

３１５，

１００ 

円 

３５６，

８００ 

 

 （洞爺湖町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 洞爺湖町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年洞爺湖町

条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

第１６条の２の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改める。 

 

 （洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第４条 洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

 

  第２条第３項中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項」を「第２２条の

４第１項又は第２２条の５第１項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

第３条、第４条、第１２条及び第１９条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。 

 

 （洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第２６号）
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の一部を次のように改正する。 

 

  第２条第３号を第４号とし、同条第２号中「第２１号」の次に「。以下「定年条

例」という。」を加え、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同号の次に次の１号

を加える。 

⑶ 定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長された期間を

含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第９条第２号中「洞爺湖町職員の定年等に関する条例」を「定年条例」に、「引

き続いて」を「引き続き」に改め、同条に次の１号を加える。 

⑶ 定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長された期間を

含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

第１７条の表第１５条第２項第２号の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。 

第１８条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任

用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第１９条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員

等」に改める。 

 

 （洞爺湖町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第６条 洞爺湖町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成２０年洞爺湖町

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

  第５条第４号中「第２１号」の次に「。以下「定年条例」という。」を加え、「さ

れ、又は同条例第５条の規定により引き続き勤務した後退職した者を採用すること

と」を削り、同条第５号を同条第６号とし、同条第４号の次に次の１号を加える。 

  ⑸ 定年条例第９条の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間

を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 

 （洞爺湖町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第７条 洞爺湖町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年洞爺湖町

条例第１６８号）の一部を次のように改正する。 

 

  第３条「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 

 （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第８条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第２２号）
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の一部を次のように改正する。 

 

第３条中「以下」の次に「の期間、その発令の日に受ける」を加え、同条に後段

として次のように加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の１０分の１に相当する額

を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 

 （洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第９条 洞爺湖町会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年洞爺湖町条例第

２２号）の一部を次のように改正する。 

 

  第８条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項」を「第２２条の４第１項、第２２条の５第１項」に改める。 

 

（洞爺湖町定年退職者等の再任用に関する条例の廃止） 

第１０条 洞爺湖町定年退職者等の再任用に関する条例（平成２５年洞爺湖町条例第

２号）は、廃止する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第１１条の規定

は、公布の日から施行する。 

 （勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第１条の

規定による改正前の洞爺湖町職員の定年等に関する条例（以下「旧定年条例」とい

う。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条

例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限を

いう。以下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項にお

いて「旧定年条例勤務延長職員」という。）について、旧定年条例勤務延長期限又

はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第１条の規定によ

る改正後の洞爺湖町職員の定年等に関する条例（以下「新定年条例」という。）第

４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、町長の承認を得て、これらの

期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。た

だし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第２条に規定す

る定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１
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年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準

日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年条例定年（新定年条例第３

条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。）が基準日の前日における新

定年条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例

第３条に規定する定年）を超える職（基準日における新定年条例定年が新定年条例

第３条に規定する定年である職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置さ

れた職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間

に新定年条例第４条第１項若しくは第２項の規定又は地方公務員法の一部を改正す

る法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第

５項若しくは前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同

日における当該職に係る新定年条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日

の前日における旧定年条例第３条に規定する定年）に達している職員（当該規則で

定める職にあっては、規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任すること

ができない。 

３ 新定年条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務につ

いて準用する。 

 （定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最初

の３月３１日（以下「特定年齢到達年度の末日」という｡）までの間にある者であっ

て、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年（旧定年

条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）（施行日以後に新たに設置された

職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が

施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当

該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前の勤務実績

その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定

め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

⑴ 施行日前に洞爺湖町職員の定年等に関する条例第２条の規定により退職した者 

⑵ 旧定年条例第４条第１項若しくは第２項の規定又は令和３年改正法附則第３条

第５項若しくは前条第１項の規定により勤務した後退職した者 

⑶ ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であ

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

⑷ ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であ

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公

務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（この項若し
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くは次項、次条第１項若しくは第２項、附則第５条第１項若しくは第２項又は附

則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。次項第６号に

おいて同じ。）をされたことがある者 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到

達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要

する職に係る新定年条例定年（新定年条例第３条第１項に規定する定年をいう。次

条第２項及び附則第９条において同じ。）に達している者を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

⑴ 施行日以後に洞爺湖町職員の定年等に関する条例第２条の規定により退職した

者 

⑵ 施行日以後に新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職

した者 

⑶ 施行日以後に新定年条例第９条の規定により採用された者のうち、令和３年改

正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２条

の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

⑷ 施行日以後に新定年条例第１０条第１項の規定により採用された者のうち、新

地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４

第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

⑸ ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

⑹ ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再

任用をされたことがある者 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内

で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用す

る者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でな

ければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則第５

条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員をいう。以下同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用

職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及

び業績評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができ

る。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再

任用職員の同意を得なければならない。 
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第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、町が加入する地方公共団体の組

合（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項の地方公共団体の組

合をいう。以下同じ。）における前条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達

年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る旧定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定め

る情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を

要する職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、町

が加入する地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達

年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定め

る情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を

要する職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、附則

第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者で

あって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新定年条例第１２条に規定す

る短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧定年条例定年相当年齢（短時間勤

務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同

種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年（施行日以後に新たに

設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された

短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場

合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同

種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る

年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前の勤務実績そ

の他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４

項の規定にかかわらず、附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に

係る新定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合におけ

る新定年条例第３条に規定する定年をいう。次条第２項及び附則第１０条において

同じ。）に達している者（新定年条例第１２条の規定により当該短時間勤務の職に

採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報

に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に
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採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条の５第

３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、町

が加入する地方公共団体の組合における附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、

特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短

時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績そ

の他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、新

地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第

４項の規定にかかわらず、町が加入する地方公共団体の組合における附則第３条第

２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、

当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達して

いる者（新定年条例第１３条第１項の規定により当該短時間勤務の職に採用するこ

とができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選

考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用するこ

とができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

⑴ 施行日以後に新たに設置された職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施

行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該

職に係る年齢とする。 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

⑴ 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和

３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２

２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置さ

れていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職で

その職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定
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年条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、

当該職が基準日（附則第３条から第６条までの規定が適用される間における各年の

４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置さ

れていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年（短時間勤務の

職にあっては、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職

務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条

例第３条第１項に規定する定年。以下この条において同じ｡）が基準日の前日におけ

る新定年条例定年を超える職とする。 

⑴ 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

⑵ 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準

日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新

定年条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が

基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係

る新定年条例定年に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第１０条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年

４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日

の翌年の３月３１日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の

前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新

定年条例定年相当年齢が新定年条例第３条に規定する定年である短時間勤務の職に

限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則

で定める短時間勤務の職（以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上

げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新定年条例第１２条に規定す

る年齢６０年以上退職者となった者（基準日前から新定年条例第４条第１項又は第

２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の

前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に

係る新定年条例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職に

あっては、規則で定める者）を、新定年条例第１２条又は第１３条第１項の規定に

より採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、

新定年条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用された職員（以下「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日における当

該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢

に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあ
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っては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転

任することができない。 

第１１条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢６０

年とする。 

（洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１２条 第２条の規定による改正後の洞爺湖町職員の給与に関する条例（以下「新

給与条例」という。）附則第３９項から第４２項までの規定は、令和３年改正法附

則第３条第５項又は附則第２条第１項の規定により勤務している職員には適用しな

い。 

２ 暫定再任用職員（短時間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下「暫定再任用短

時間勤務職員」という。）を除く。以下この項において同じ。）の給料月額は、当

該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用され

る洞爺湖町職員の給与に関する条例第４条に規定する給料表（次項において「給料

表」という。）の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年

前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用

短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に

関する条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与

条例第７条第１０項、第１５条、第１８条第３項及び第２１条第６項の規定を適用

する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第２１

条第６項の規定を適用する。 

６ 新給与条例第２４条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉

手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定

の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定

年前再任用短時間勤務職員及び洞爺湖町職員の定年等に関する条例等の一部を改正

する等の条例（令和５年洞爺湖町条例第 号）附則第３条第４項に規定する暫定再

任用職員（次項において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年

前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任

用職員」とする。 

７ 新給与条例第１２条、第１３条、第１４条及び第１７条の規定は、暫定再任用職

員には適用しない。 

（洞爺湖町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１３条 第３条の規定による改正後の洞爺湖町企業職員の給与の種類及び基準を定
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める条例第２条第３項に規定する扶養手当、住居手当及び寒冷地手当は、暫定再任

用職員には適用しない。 

（洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１４条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第４条の規定による改正後の洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定

を適用する。 

（委任） 

第１５条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、町長が定める。 
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議案第５９号 

 

洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年３月６日提出 

  洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

   洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町国民健康保険条例（平成１８年洞爺湖町条例第１０５号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第４条第１項中「４０万８千円」を「４８万８千円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第４条第１項

の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 
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議案第６０号 

 

洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

  令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

   洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例（平成２０年洞爺湖町条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

 

 別表第２第１項第１号の表中「５００円」を「６００円」に、「１，０００円」

を「１，２００円」に、「２００円」を「３００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第６１号 

 

洞爺湖町火葬場条例の廃止について 

 

 洞爺湖町火葬場条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

  令和５年３月６日提出 

  洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

   洞爺湖町火葬場条例を廃止する条例 

 

 洞爺湖町火葬場条例（平成１８年洞爺湖町条例第１２０号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第６２号 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号） 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３，２３１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，０６０，８３５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」に

よる。 

 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

  

-23-



第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 町 税 1,077,080 62,000 1,139,080

2. 固 定 資 産 税 543,970 20,000 563,970

4. 町 た ば こ 税 65,000 16,000 81,000

5. 入 湯 税 92,800 26,000 118,800

11. 地 方 交 付 税 3,563,512 77,863 3,641,375

1. 地 方 交 付 税 3,563,512 77,863 3,641,375

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 78,020 △ 9,052 68,968

1. 分 担 金 33,750 △ 6,252 27,498

2. 負 担 金 44,270 △ 2,800 41,470

15. 国 庫 支 出 金 899,066 △ 12,488 886,578

1. 国 庫 負 担 金 291,269 8,552 299,821

2. 国 庫 補 助 金 597,185 △ 20,592 576,593

3. 委 託 金 10,612 △ 448 10,164

16. 道 支 出 金 413,281 △ 7,949 405,332

1. 道 負 担 金 204,494 4,964 209,458

2. 道 補 助 金 192,647 △ 12,913 179,734

17. 財 産 収 入 24,823 2,187 27,010

1. 財 産 運 用 収 入 18,711 2,187 20,898

18. 寄 附 金 222,050 7,500 229,550

1. 寄 附 金 222,050 7,500 229,550

19. 繰 入 金 258,204 △ 11,080 247,124

1. 繰 入 金 258,204 △ 11,080 247,124

21. 諸 収 入 69,459 △ 350 69,109

5. 雑 入 45,024 △ 350 44,674

（単位：千円）

款 項
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補正前の額 補 正 額 計

22. 町 債 632,548 △ 35,400 597,148

1. 町 債 632,548 △ 35,400 597,148

7,987,604 73,231 8,060,835歳 入 合 計

（単位：千円）

款 項
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 議 会 費 56,916 △ 290 56,626

1. 議 会 費 56,916 △ 290 56,626

2. 総 務 費 654,008 86,165 740,173

1. 総 務 管 理 費 606,592 87,076 693,668

3. 戸籍住民基本台帳費 17,780 △ 463 17,317

4. 選 挙 費 16,475 △ 448 16,027

3. 民 生 費 1,553,275 △ 10,659 1,542,616

1. 社 会 福 祉 費 1,027,751 5,852 1,033,603

3. 医 療 助 成 費 215,642 △ 12,200 203,442

4. 児 童 福 祉 費 173,868 △ 3,615 170,253

5. 保 育 所 費 135,977 △ 696 135,281

4. 衛 生 費 704,549 △ 11,247 693,302

1. 保 健 衛 生 費 171,291 △ 4,906 166,385

2. 環 境 衛 生 費 21,054 △ 701 20,353

4. 清 掃 費 509,488 △ 5,640 503,848

6. 農 林 水 産 業 費 202,297 10,516 212,813

1. 農 業 費 155,475 8,072 163,547

2. 林 業 費 12,298 △ 1,306 10,992

3. 水 産 業 費 34,524 3,750 38,274

7. 商 工 費 386,144 △ 16,031 370,113

1. 商 工 費 66,697 △ 10,106 56,591

2. 観 光 費 319,447 △ 5,925 313,522

（単位：千円）

款 項
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補正前の額 補 正 額 計

8. 土 木 費 1,064,607 55,851 1,120,458

2. 道 路 橋 梁 費 405,221 82,114 487,335

4. 公 園 及 び 緑 化 費 29,580 229 29,809

5. 都 市 計 画 費 373,572 △ 18,000 355,572

6. 住 宅 ・ 建 築 費 216,583 △ 8,492 208,091

9. 消 防 費 343,387 △ 18,522 324,865

1. 消 防 費 343,387 △ 18,522 324,865

10. 教 育 費 424,349 △ 4,990 419,359

1. 教 育 総 務 費 121,467 △ 5,397 116,070

2. 小 学 校 費 66,186 △ 580 65,606

3. 中 学 校 費 71,380 4,634 76,014

4. 社 会 教 育 費 99,965 △ 3,149 96,816

5. 保 健 体 育 費 65,351 △ 498 64,853

11. 公 債 費 982,139 △ 4,247 977,892

1. 公 債 費 982,139 △ 4,247 977,892

13. 予 備 費 61,854 2,973 64,827

1. 予 備 費 61,854 2,973 64,827

14. 新型コロナウイルス感
染 症 対 策 費

388,801 △ 16,288 372,513

1. 新型コロナウイルス感
染 症 対 策 費

388,801 △ 16,288 372,513

7,987,604 73,231 8,060,835歳 出 合 計

款 項

（単位：千円）
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第２表 繰越明許費 

款 項 事  業  名 金  額 

7 商工費 2 観光費 
中島・湖の森博物館管理運営

事業 
30,700千円 

14 新型コロナ

ウイルス感

染症対策費 

1 新型コロナ

ウイルス感

染症対策費 

観光支援対策事業 21,500千円 

 

第３表 地方債補正 

１．追加                         （単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 

トコタン川緊急 

浚 渫 推 進 事 業 
1,000 

普通貸借

又 は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借入れる資金

について、利率

見直しを行っ

た後において

は、当該見直し

後の利率） 

 政府資金又はその

他資金とし、その融資

条件による。 

 ただし、町財政の都

合により措置期間及

び償還期限を短縮し、

もしくは繰上償還又

は低利に借換えるこ

とができる。 
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２．変更                         （単位：千円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

役場本庁舎 

長 寿 命 化 

事 業 

33,400 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

政府資金又

はその他資

金とし、そ

の融資条件

による。 

ただし、町

財政の都合

により措置

期間及び償

還期限を短

縮し、もし

くは繰上償

還又は低利

に借換える

ことができ

る。 

31,700 同左 同左 同左 

道 営 土 地 

改 良 事 業 
 9,500 同上 同上 同上 14,300 同上 同上 同上 

財 田 自 然 

観 察 道 

整 備 事 業 

 2,700 同上 同上 同上 2,200 同上 同上 同上 

中 島 園 地 

整 備 事 業 
23,600 同上 同上 同上 22,900 同上 同上 同上 

住 宅 リ 

フ ォ ー ム 

助 成 事 業 

8,000 同上 同上 同上 7,700 同上 同上 同上 

橋梁長寿命

化 事 業 
36,700 同上 同上 同上 34,900 同上 同上 同上 

道路環境等 

整 備 事 業 
106,400 同上 同上 同上 91,100 同上 同上 同上 

洞爺湖温泉

ほか街路灯 

整 備 事 業 

41,400 同上 同上 同上 33,900 同上 同上 同上 
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                        （単位：千円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

公 営 住 宅 

整 備 事 業 
36,400 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

政府資金又

はその他資

金とし、そ

の融資条件

による。 

ただし、町

財政の都合

により措置

期間及び償

還期限を短

縮し、もし

くは繰上償

還又は低利

に借換える

ことができ

る。 

32,300 同左 同左 同左 

公 営 住 宅 

解 体 事 業 
5,600 同上 同上 同上 2,900 同上 同上 同上 

救 急 車 

更 新 事 業 
36,000 同上 同上 同上 29,400 同上 同上 同上 
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議案第６３号 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４６，０００千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２４７，３３２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 国 民 健 康 保 険 税 172,809 9,000 181,809

1. 国 民 健 康 保 険 税 172,809 9,000 181,809

2. 道 支 出 金 945,945 △ 45,000 900,945

1. 道 負 担 金 945,945 △ 45,000 900,945

4. 繰 入 金 173,000 △ 10,000 163,000

1. 繰 入 金 173,000 △ 10,000 163,000

1,293,332 △ 46,000 1,247,332

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 総 務 費 33,351 △ 1,000 32,351

1. 総 務 管 理 費 28,054 △ 1,000 27,054

2. 保 険 給 付 費 937,326 △ 45,000 892,326

1. 保 険 給 付 費 937,326 △ 45,000 892,326

1,293,332 △ 46,000 1,247,332

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第６４号 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）は、

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，２３５千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６７４，０１２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定に

より、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明

許費」による。 

 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 146,085 11,800 157,885

1. 使 用 料 145,927 11,800 157,727

3. 国 庫 支 出 金 59,598 △ 235 59,363

1. 国 庫 補 助 金 59,598 △ 235 59,363

5. 繰 入 金 385,480 △ 18,000 367,480

1. 繰 入 金 385,480 △ 18,000 367,480

8. 町 債 72,800 △ 800 72,000

1. 町 債 72,800 △ 800 72,000

681,247 △ 7,235 674,012

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 公 共 下 水 道 費 360,385 △ 6,782 353,603

1. 下 水 道 管 理 費 247,476 △ 5,982 241,494

2. 下 水 道 建 設 費 112,909 △ 800 112,109

3. 予 備 費 5,495 △ 453 5,042

1. 予 備 費 5,495 △ 453 5,042

681,247 △ 7,235 674,012

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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第２表 繰越明許費 

款 項 事  業  名 金  額 

1 公共下水道費 2 下水道建設費 
虻田終末処理場外改築更新

事業 
77,000 千円 

 

第３表 地方債補正 

１．変更                         （単位：千

円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度

額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

公共下水

道 事 業 
72,800 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

 政府資金

又はその他

資金とし、

その融資条

件による。 

 ただし、

町財政の都

合により措

置期間及び

償還期限を

短縮し、も

しくは繰上

償還又は低

利に借換え

ることがで

きる。 

72,000 同左 同左 同左 
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議案第６５号 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４６，２０８千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２１６，８５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 介 護 保 険 料 217,296 △ 7,055 210,241

1. 介 護 保 険 料 217,296 △ 7,055 210,241

2. 国 庫 支 出 金 294,173 △ 2,091 292,082

1. 国 庫 負 担 金 191,143 △ 10,087 181,056

2. 国 庫 補 助 金 103,030 7,996 111,026

3. 道 支 出 金 178,453 △ 8,915 169,538

1. 道 負 担 金 169,337 △ 8,405 160,932

2. 道 補 助 金 9,116 △ 510 8,606

4. 支 払 基 金 交 付 金 311,635 △ 16,275 295,360

1. 支 払 基 金 交 付 金 311,635 △ 16,275 295,360

6. 繰 入 金 204,879 △ 11,872 193,007

1. 一 般 会 計 繰 入 金 201,397 △ 8,390 193,007

2. 基 金 繰 入 金 3,482 △ 3,482 0

1,263,061 △ 46,208 1,216,853

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 総 務 費 30,170 △ 800 29,370

1. 総 務 管 理 費 22,251 △ 300 21,951

2. 介 護 認 定 審 査 会 費 7,803 △ 500 7,303

2. 保 険 給 付 費 1,109,165 △ 56,900 1,052,265

1. 介護サービス等諸費 994,781 △ 50,500 944,281

2. 介護予防サービス等
諸費 27,958 △ 4,000 23,958

3. 高額介護サービス等費 28,679 1,700 30,379

4. 高額医療合算介護
サービス等費 3,626 △ 600 3,026

5. 特定入所者介護サー
ビス等費 53,414 △ 3,500 49,914

3. 地 域 支 援 事 業 費 60,255 △ 3,839 56,416

1. 介護予防・生活支援
サ ー ビ ス 事 業 費 25,467 △ 3,379 22,088

2. 包 括 的 支 援 事 業 費 34,788 △ 460 34,328

6. 予 備 費 946 15,331 16,277

1. 予 備 費 946 15,331 16,277

1,263,061 △ 46,208 1,216,853

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第６６号 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，９８４千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３７，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 分 担 金 及 び 負 担 金 192 144 336

1. 負 担 金 192 144 336

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 40,107 513 40,620

1. 使 用 料 40,052 400 40,452

2. 手 数 料 55 113 168

5. 諸 収 入 36 59 95

1. 雑 入 36 59 95

6. 町 債 55,700 △ 8,700 47,000

1. 町 債 55,700 △ 8,700 47,000

144,984 △ 7,984 137,000

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 総 務 費 14,522 △ 591 13,931

1. 総 務 管 理 費 14,522 △ 591 13,931

2. 簡 易 水 道 施 設 費 73,343 △ 7,863 65,480

1. 施 設 管 理 費 22,455 565 23,020

2. 簡 易 水 道 建 設 費 50,888 △ 8,428 42,460

4. 予 備 費 2,911 470 3,381

1. 予 備 費 2,911 470 3,381

144,984 △ 7,984 137,000

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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第２表 地方債補正 

１．変更                          （単位：千円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

簡易水道

事 業 
47,400 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

 政府資金

又はその他

資金とし、そ

の融資条件

による。 

 ただし、町

財政の都合

により措置

期間及び償

還期限を短

縮し、もしく

は繰上償還

又は低利に

借換えるこ

とができる。 

38,800 同左 同左 同左 

公営企業

会計法適

用 事 業 

8,300 同上 同上 同上 8,200 同上 同上 同上 
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議案第６７号 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号） 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４５３千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１７７，８８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 後期高齢者医療保険料 107,430 2,163 109,593

1. 後期高齢者医療保険料 107,430 2,163 109,593

2. 繰 入 金 63,771 △ 2,616 61,155

1. 一 般 会 計 繰 入 金 63,771 △ 2,616 61,155

178,335 △ 453 177,882

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

2. 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 171,263 △ 453 170,810

1. 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 171,263 △ 453 170,810

178,335 △ 453 177,882

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第６８号 

 

令和４年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第５号） 

 

第１条 令和４年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第５号）は、次に定め

るところによる。 

 

第２条 予算第３条収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 〈収 入〉                        （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 水道事業収益 259,100 1,400 260,500 

 第１項 営業収益 178,156 △3,600 174,556 

 第２項 営業外収益 80,943 5,000 85,943 

 第３項 特別利益 1 0 1 

 

 〈支 出〉                        （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 水道事業費用 259,100 1,400 260,500 

 第１項 営業費用 242,194 400 242,594 

 第２項 営業外費用 10,928 0 10,928 

 第３項 特別損失 1 0 1 

 第４項 予備費 5,977 1,000 6,977 

 

令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明  
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議案第６９号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，７０９，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳入歳出予算」

による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」に

よる。 

 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、１，５００，０００千円と定める。 

 

  令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

-49-



第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 町 税 1,155,500

1. 町 民 税 368,540

2. 固 定 資 産 税 568,800

3. 軽 自 動 車 税 23,160

4. 町 た ば こ 税 75,000

5. 入 湯 税 120,000

2. 地 方 譲 与 税 71,000

1. 自 動 車 重 量 譲 与 税 50,000

2. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 17,500

3. 森 林 環 境 譲 与 税 3,500

3. 利 子 割 交 付 金 500

1. 利 子 割 交 付 金 500

4. 配 当 割 交 付 金 2,000

1. 配 当 割 交 付 金 2,000

5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,000

1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,000

6. 法 人 事 業 税 交 付 金 10,000

1. 法 人 事 業 税 交 付 金 10,000

7. 地 方 消 費 税 交 付 金 230,000

1. 地 方 消 費 税 交 付 金 230,000

8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 300

1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 300

9. 環 境 性 能 割 交 付 金 5,000

1. 環 境 性 能 割 交 付 金 5,000

款 項
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金　　　額款 項

10. 地 方 特 例 交 付 金 3,000

1. 地 方 特 例 交 付 金 3,000

11. 地 方 交 付 税 3,500,000

1. 地 方 交 付 税 3,500,000

12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,000

1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,000

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 58,333

1. 分 担 金 22,500

2. 負 担 金 35,833

14. 使 用 料 及 び 手 数 料 209,876

1. 使 用 料 178,467

2. 手 数 料 31,409

15. 国 庫 支 出 金 408,156

1. 国 庫 負 担 金 284,596

2. 国 庫 補 助 金 121,112

3. 委 託 金 2,448

16. 道 支 出 金 333,648

1. 道 負 担 金 205,593

2. 道 補 助 金 109,702

3. 委 託 金 18,353

17. 財 産 収 入 22,548

1. 財 産 運 用 収 入 18,546

2. 財 産 売 払 収 入 4,002

18. 寄 附 金 238,750

1. 寄 附 金 238,750
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金　　　額款 項

19. 繰 入 金 388,450

1. 繰 入 金 388,450

20. 繰 越 金 20,000

1. 繰 越 金 20,000

21. 諸 収 入 61,639

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 3

2. 預 金 利 子 1

3. 貸 付 金 元 利 収 入 15,637

4. 受 託 事 業 収 入 9,230

5. 雑 入 36,768

22. 町 債 986,300

1. 町 債 986,300

7,709,000歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 議 会 費 59,047

1. 議 会 費 59,047

2. 総 務 費 650,354

1. 総 務 管 理 費 608,197

2. 徴 税 費 7,818

3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 16,689

4. 選 挙 費 15,783

5. 統 計 調 査 費 714

6. 監 査 委 員 費 1,153

3. 民 生 費 1,604,497

1. 社 会 福 祉 費 1,070,647

2. 国 民 年 金 費 37

3. 医 療 助 成 費 217,126

4. 児 童 福 祉 費 165,936

5. 保 育 所 費 150,751

4. 衛 生 費 1,109,189

1. 保 健 衛 生 費 180,565

2. 環 境 衛 生 費 42,577

3. 畜 犬 対 策 費 221

4. 清 掃 費 883,320

5. 公 害 対 策 費 2,506

5. 労 働 費 3,200

1. 労 働 費 3,200

款 項
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金　　　額款 項

6. 農 林 水 産 業 費 169,541

1. 農 業 費 124,129

2. 林 業 費 10,904

3. 水 産 業 費 34,508

7. 商 工 費 292,758

1. 商 工 費 69,253

2. 観 光 費 223,505

8. 土 木 費 888,826

1. 土 木 管 理 費 30,293

2. 道 路 橋 梁 費 381,550

3. 河 川 費 17,224

4. 公 園 及 び 緑 化 費 29,796

5. 都 市 計 画 費 369,493

6. 住 宅 ・ 建 築 費 60,470

9. 消 防 費 324,616

1. 消 防 費 324,616

10. 教 育 費 506,575

1. 教 育 総 務 費 134,900

2. 小 学 校 費 74,755

3. 中 学 校 費 103,803

4. 社 会 教 育 費 118,471

5. 保 健 体 育 費 74,646

11. 公 債 費 952,962

1. 公 債 費 952,962

12. 給 与 費 1,127,435

1. 給 与 費 1,127,435
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金　　　額款 項

13. 予 備 費 20,000

1. 予 備 費 20,000

7,709,000歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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第２表 地方債                       （単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 

役 場 本 庁 舎 

長 寿 命 化 事 業 
46,100 

普通貸借

又 は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

 政府資金又はその他

資金とし、その融資条

件による。 

 ただし、町財政の都

合により措置期間及び

償還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は低

利に借換えることがで

きる。 

洞爺地区廃屋施設 

解 体 事 業 
10,100 同 上 同 上 同    上 

通学等支援ｺﾐｭﾆﾃｨ 

ﾀ ｸ ｼ ｰ 運 行 事 業 
7,100 同 上 同 上 同    上 

子ども医療助成 

拡 大 事 業 
12,800 同 上 同 上 同    上 

西いぶり広域連合

新中間処理施設 

建 設 事 業 

617,500 同 上 同 上 同    上 

道営土地改良事業 26,600 同 上 同 上 同    上 

財田自然観察道 

整 備 事 業 
10,800 同 上 同 上 同    上 

住宅リフォーム 

助 成 事 業 
10,000 同 上 同 上 同    上 

道 路 環 境 等 

整 備 事 業 
73,600 同 上 同 上 同    上 

洞爺湖温泉地区等 

街路灯改修事業 
42,300 同 上 同 上 同    上 

橋梁長寿命化事業 17,300 同 上 同 上 同    上 

雪寒機械整備事業 9,600 同 上 同 上 同    上 

錦川ほか緊急浚渫 

推 進 事 業 
5,100 同 上 同 上 同    上 
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                      （単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 

町営住宅長寿命化

改 修 事 業 
8,900 同 上 同 上 同    上 

通 信 指 令 台 

更 新 事 業 
1,900 同 上 同 上 同    上 

社 会 教 育 施 設 

長寿命化改修事業 
27,500 同 上 同 上 同    上 

高 校 生 通 学 費 

助 成 事 業 
9,100 同 上 同 上 同    上 

臨時財政対策債 50,000 同 上 同 上 同    上 
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議案第７０号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，２３９，５５６千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳入歳出予算」

による。 

 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、４００，０００千円と定める。 

 

 令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 国 民 健 康 保 険 税 176,432

1. 国 民 健 康 保 険 税 176,432

2. 国 庫 支 出 金 45

1. 国 庫 補 助 金 45

3. 道 支 出 金 890,072

1. 道 負 担 金 890,072

4. 財 産 収 入 1

1. 財 産 運 用 収 入 1

5. 繰 入 金 173,000

1. 繰 入 金 173,000

6. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

7. 諸 収 入 5

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 預 金 利 子 1

3. 受 託 事 業 収 入 1

4. 雑 入 1

1,239,556

款 項

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 28,234

1. 総 務 管 理 費 27,463

2. 徴 収 費 439

3. 運 営 協 議 会 費 238

4. 特 別 対 策 事 業 費 94

2. 保 険 給 付 費 881,086

1. 保 険 給 付 費 881,086

3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 314,339

1. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 314,339

4. 共 同 事 業 拠 出 金 1

1. 共 同 事 業 拠 出 金 1

5. 保 健 事 業 費 12,059

1. 保 健 事 業 費 6,607

2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 5,452

6. 基 金 積 立 金 1

1. 基 金 積 立 金 1

7. 公 債 費 100

1. 公 債 費 100

8. 諸 支 出 金 304

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 304

9. 予 備 費 3,432

1. 予 備 費 3,432

1,239,556

款 項

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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議案第７１号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１９３，８３５千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳入歳出予算」

による。 

 

 令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 介 護 保 険 料 214,351

1. 介 護 保 険 料 214,351

2. 国 庫 支 出 金 292,264

1. 国 庫 負 担 金 189,563

2. 国 庫 補 助 金 102,701

3. 道 支 出 金 176,961

1. 道 負 担 金 167,713

2. 道 補 助 金 9,248

4. 支 払 基 金 交 付 金 302,913

1. 支 払 基 金 交 付 金 302,913

5. 財 産 収 入 10

1. 財 産 運 用 収 入 10

6. 繰 入 金 207,279

1. 一 般 会 計 繰 入 金 203,635

2. 基 金 繰 入 金 3,644

7. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

8. 諸 収 入 56

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 預 金 利 子 1

3. 雑 入 53

1,193,835

款 項

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 33,794

1. 総 務 管 理 費 21,708

2. 介 護 認 定 審 査 会 費 7,719

3. 運 営 協 議 会 費 231

4. 計 画 策 定 委 員 会 費 4,136

2. 保 険 給 付 費 1,099,306

1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 989,323

2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 24,955

3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 31,425

4. 高額医療合算介護サービス等費 3,029

5. 特定入所者介護サービス等費 49,860

6. そ の 他 諸 費 714

3. 地 域 支 援 事 業 費 59,738

1.
介護予防・生活支援サービス事
業費

22,604

2. 包 括 的 支 援 事 業 費 37,134

4. 基 金 積 立 金 24

1. 基 金 積 立 金 24

5. 諸 支 出 金 151

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 151

6. 予 備 費 822

1. 予 備 費 822

1,193,835

款 項

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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議案第７２号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８１，３０４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳入歳出予算」

による。 

 

 令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 115,118

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 115,118

2. 繰 入 金 66,182

1. 一 般 会 計 繰 入 金 66,182

3. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

4. 諸 収 入 3

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 雑 入 1

181,304

款 項

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 4,914

1. 総 務 管 理 費 4,151

2. 徴 収 費 763

2. 後期高齢者医療広域連合納付金 176,090

1. 後期高齢者医療広域連合納付金 176,090

3. 諸 支 出 金 100

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 100

4. 予 備 費 200

1. 予 備 費 200

181,304

款 項

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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議案第７３号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  給 水 戸 数               ３，６６０戸 

⑵  年間総給水量             ９４３，９００㎥ 

⑶  １日平均給水量        ２，５８０㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

(ｱ) 配水管布設替工事        ４３０ｍ 

(ｲ) 浄水場施設整備           一式 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 （収  入） 

第 1 款      水 道 事 業 収 益          ２９６，３６０千円 

第 １ 項 営 業 収 益  １９４，７６１千円 

第 ２ 項 営 業 外 収 益  １０１，５９８千円 

第 ３ 項 特 別 利 益 １千円 

 

（支  出） 

第 １ 款      水 道 事 業 費 用  ２９６，３６０千円 

第 １ 項 営 業 費 用  ２７７，６２３千円 

第 ２ 項 営 業 外 費 用   １０，４９２千円 

第 ３ 項 特 別 損 失 １千円 

第  ４  項 予 備 費  ８，２４４千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８０，２６８千円は、過年度分

損益勘定留保資金６９，３３９千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額１０，９２９千円で補てんするものとする。） 
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 （収  入） 

第 1 款      資 本 的 収 入           １２０，１５７千円 

第 １ 項 企 業 債           １００，８００千円 

第 ２ 項 国 庫 補 助 金 １９，３５７千円 

（支  出） 

第 １ 款      資 本 的 支 出          ２００，４２５千円 

第 １ 項 企 業 債 償 還 金         ８０，２０５千円 

第 ２ 項 建 設 改 良 費         １２０，２２０千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

                               （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

上水道事業 100,800 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金又はその

他資金とし、その融

資条件による。ただ

し、町財政の都合に

より据置期間及び償

還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は

低利に借換えること

ができる。 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

⑴ 水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用 

⑵ 資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

⑴  職員給与費     １８，２１８千円 
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 （他会計からの補助金） 

第９条 水道事業等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３７，０

００千円である。 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１１，６６３千円と定める。 

 

令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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議案第７４号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  給 水 戸 数                 ７６０戸 

⑵  年間総給水量             ２１８，３００㎥ 

⑶  １日平均給水量          ５９０㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

(ｱ) 簡易水道施設整備           一式 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 （収  入） 

第 1 款      簡易水道事業収益  ８６，８００千円 

第 １ 項 営 業 収 益  ４４，３０３千円 

第 ２ 項 営 業 外 収 益  ４２，４９６千円 

第 ３ 項 特 別 利 益 １千円 

 

（支  出） 

第 １ 款      簡易水道事業費用  ８６，８００千円 

第 １ 項 営 業 費 用  ７８，０３３千円 

第 ２ 項 営 業 外 費 用   ５，０３９千円 

第 ３ 項 特 別 損 失 １，２１８千円 

第  ４  項 予 備 費  ２，５１０千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２０，０８１千円は、引継金６，

３３９千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，６５０千円、当

年度損益勘定留保資金１２，０９２千円で補てんするものとする。） 
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 （収  入） 

第 1 款      資 本 的 収 入           ４０，４１２千円 

第 １ 項 企 業 債           １８，９００千円 

第 ２ 項 他 会 計 補 助 金 ２１，５１２千円 

（支  出） 

第 １ 款      資 本 的 支 出          ６０，４９３千円 

第 １ 項 企 業 債 償 還 金         ４２，３４３千円 

第 ２ 項 建 設 改 良 費         １８，１５０千円 

 

（特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により、当年度に属する債

権及び債務として整理する未収金及び未払額の金額は、それぞれ４，０７１千円

及び４０９千円である。 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

                               （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

簡易水道事業 18,000 

普通貸借 

又 は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金又はその

他資金とし、その融

資条件による。ただ

し、町財政の都合に

より据置期間及び償

還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は

低利に借換えること

ができる。 

公営企業会計 

法適用事業 
900 同上 同上 同上 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

⑴ 簡易水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用 

⑵ 資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用 

 

-71-



（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

⑴  職員給与費     １２，２３７千円 

 

 

 （他会計からの補助金） 

第９条 簡易水道事業等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４５，

０００千円である。 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、２，６０８千円と定める。 

 

令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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議案第７５号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴  接 続 戸 数                ３，５７２戸 

⑵  年間処理水量            １，２８０，２１８㎥ 

⑶  １日平均処理量        ３，５０７㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

(ｱ) 虻田下水終末処理場外改築更新工事  一式 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 （収  入） 

第 1 款      下水道事業収益  ５８８，０３９千円 

第 １ 項 営 業 収 益 １８１，７７３千円 

第 ２ 項 営 業 外 収 益 ４０６，２６５千円 

第 ３ 項 特 別 利 益 １千円 

 

（支  出） 

第 １ 款      下水道事業費用  ５８８，０３９千円 

第 １ 項 営 業 費 用 ５５０，０５３千円 

第 ２ 項 営 業 外 費 用  ２６，８０４千円 

第 ３ 項 特 別 損 失 ７，２０４千円 

第  ４  項 予 備 費  ３，９７８千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９９，７６８千円は、引継金２

１，１３５千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額４，９３７千円、

当年度損益勘定留保資金７３，６９６千円で補てんするものとする。） 
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 （収  入） 

第 1 款      資 本 的 収 入          ５６２，４０４千円 

第 １ 項 企 業 債           １９２，７００千円 

第 ２ 項 他 会 計 補 助 金 １４７，５０２千円 

第 ３ 項 国 庫 補 助 金  ２２２，２００千円 

第 ４ 項 負 担 金 等  ２千円 

（支  出） 

第 １ 款      資 本 的 支 出          ６６２，１７２千円 

第 １ 項 企 業 債 償 還 金         ２３８，１７２千円 

第 ２ 項 建 設 改 良 費         ４２４，０００千円 

 

（特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により、当年度に属する債

権及び債務として整理する未収金及び未払額の金額は、それぞれ２０，８０６千

円及び４，４０８千円である。 

 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

 

事項 期間 限度額 

終末処理場他機械電気設備更新事業 
令和５年度から

令和５年度まで 
４０１，４００千円 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

                               （単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利率 償還の方法 

公共下水道事業 191,500 

普通貸借 

又   は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入れ

る資金について、

利率見直しを行っ

た後においては、

当該見直し後の利

率） 

政府資金又はその他

資金とし、その融資条

件による。ただし、町

財政の都合により据置

期間及び償還期限を短

縮し、もしくは繰上償

還又は低利に借換える

ことができる。 

公営企業会計 

適用事業 
1,200 同上 同上 同上 
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

⑴ 下水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用 

⑵ 資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

⑴  職員給与費     ４３，２３１千円 

 

 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３５

４，７１１千円である。 

 

令和５年３月６日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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